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(57)【要約】
【課題】摩擦熱による研削部材の研削性能の低下を防止
することが可能な管の研削装置を提供する。
【解決手段】複数の回転自在な研削部材２６が支軸２４
に設けられ、研削部材２６は、支軸２４に設けられた台
盤部と、台盤部の外周に設けられた砥石部３２とを有し
、支軸２４の軸心方向Ｂにおいて隣り合う研削部材２６
の台盤部間にスペーサ３４が設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
管と研削部材との少なくとも一方を、他方に対して、管の軸心方向へ移動させながら管の
内面を研削する研削装置であって、
複数の回転自在な研削部材が支軸に設けられ、
研削部材は、支軸に設けられた台盤部と、台盤部の外周に設けられた砥石部とを有し、
支軸の軸心方向において隣り合う研削部材の台盤部間にスペーサが設けられていることを
特徴とする管の研削装置。
【請求項２】
支軸の軸心方向において貫通する孔が台盤部に形成され、
スペーサは孔を塞がないように構成されていることを特徴とする請求項１記載の管の研削
装置。
【請求項３】
台盤部とスペーサとは金属製であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の管の
研削装置。
【請求項４】
砥石部は、台盤部の周方向において間隔をあけて複数設けられているとともに、台盤部の
外周から径方向外側に突出していることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１
項に記載の管の研削装置。
【請求項５】
砥石部は、外周部に、山形状の突起を有していることを特徴とする請求項１から請求項４
のいずれか１項に記載の管の研削装置。
【請求項６】
砥石部は、外周部に、多角形状の突起を有していることを特徴とする請求項１から請求項
４のいずれか１項に記載の管の研削装置。
【請求項７】
突起は、支軸の軸心方向における端部に、角部を有していることを特徴とする請求項６に
記載の管の研削装置。
【請求項８】
突起は、研削部材の回転方向における端部に、角部を有していることを特徴とする請求項
６又は請求項７に記載の管の研削装置。
【請求項９】
突起は研削屑を砥石部から台盤部間に案内する案内面を有していることを特徴とする請求
項６から請求項８のいずれか１項に記載の管の研削装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管の内面を研削する研削装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の研削装置としては、図１６に示すように、回転自在に支持された管１０
１に対して、研削部材１０２を管１０１の軸心方向Ａへ移動させながら、管１０１の内面
を研削するものがある。研削部材１０２は回転軸１０３の先端に設けられている。
【０００３】
　これによると、管１０１を軸心周りに回転させ、研削部材１０２を、回転軸１０３と共
に回転させながら管１０１の内部に挿入し、管１０１の軸心方向Ａへ移動させる。これに
より、研削部材１０２が、管１０１の内面に当接し、管１０１の軸心方向Ａへ移動しなが
ら管１０１の内面を研削する。
【０００４】
　尚、上記のような管の研削装置は例えば下記特許文献１に記載されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２１９３４４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら上記の従来形式では、研削部材１０２で管１０１の内面を研削している際
、研削部材１０２と管１０１の内面との摩擦熱によって研削部材１０２が高温になり、こ
のため、研削部材１０２が劣化して脆くなり、研削部材１０２の研削性能が大幅に低下す
るという問題がある。
【０００７】
　本発明は、摩擦熱による研削部材の研削性能の低下を防止することが可能な管の研削装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本第１発明は、管と研削部材との少なくとも一方を、他方
に対して、管の軸心方向へ移動させながら管の内面を研削する研削装置であって、
複数の回転自在な研削部材が支軸に設けられ、
研削部材は、支軸に設けられた台盤部と、台盤部の外周に設けられた砥石部とを有し、
支軸の軸心方向において隣り合う研削部材の台盤部間にスペーサが設けられているもので
ある。
【０００９】
　これによると、管を軸心周りに回転させ、研削部材を、回転させながら管の内面に当接
させ、管の軸心方向へ移動させる。これにより、研削部材が管の軸心方向へ移動しながら
管の内面を研削する。
【００１０】
　この際、研削部材の砥石部と管の内面との摩擦によって摩擦熱が発生するが、この摩擦
熱は、研削部材の砥石部から台盤部に伝わって、台盤部から放散されるとともに、台盤部
からスペーサに伝わり、スペーサからも放散される。これにより、摩擦熱の放散（放熱）
が促進され、研削部材の砥石部の温度上昇が抑制されるため、砥石部が高温になり劣化し
て脆くなるのを防止することができ、研削部材の研削性能の低下を防止することができる
。
【００１１】
　また、支軸の軸心方向において隣り合う研削部材同士はスペーサを介して離間している
ため、管の内面を研削している際に発生する研削屑が、互いに隣り合った研削部材間から
容易に排出される。これにより、研削屑の排出性能が向上するため、研削部材の研削性能
の低下をさらに防止することができる。
【００１２】
　本第２発明における管の研削装置は、支軸の軸心方向において貫通する孔が台盤部に形
成され、
スペーサは孔を塞がないように構成されているものである。
【００１３】
　これによると、摩擦熱は台盤部の孔からも放散されるため、摩擦熱の放散がより一段と
促進される。
　本第３発明における管の研削装置は、台盤部とスペーサとは金属製である。
【００１４】
　これによると、摩擦熱が研削部材の砥石部から台盤部を経てスペーサに伝わり易く、摩
擦熱を台盤部とスペーサとから放散させることができる。
　本第４発明における管の研削装置は、砥石部は、台盤部の周方向において間隔をあけて
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複数設けられているとともに、台盤部の外周から径方向外側に突出しているものである。
【００１５】
　これによると、複数の砥石部が台盤部の周方向において間隔をあけて離間した状態で設
けられているため、管の内面を切削している際に発生する研削屑が、台盤部の周方向にお
いて隣り合った砥石部間から容易に排出される。これにより、研削屑の排出性能が向上す
るため、研削部材の研削性能の低下を防止することができる。
【００１６】
　本第５発明における管の研削装置は、砥石部は、外周部に、山形状の突起を有している
ものである。
　これによると、回転している研削部材の砥石部の山形状の突起が管の内面を切削するこ
とにより、管の内面の切削性能が向上する。
【００１７】
　本第６発明における管の研削装置は、砥石部は、外周部に、多角形状の突起を有してい
るものである。
　これによると、回転している研削部材の砥石部の多角形状の突起が管の内面を切削する
ことにより、管の内面の切削性能が向上する。
【００１８】
　本第７発明における管の研削装置は、突起は、支軸の軸心方向における端部に、角部を
有しているものである。
　これによると、研削部材が回転しながら管の軸心方向へ移動し、砥石部の突起が管の内
面を切削することにより、管の内面が研削される。この際、突起は、支軸の軸心方向にお
ける端部に角部を有しているため、角部を先頭にして管の軸心方向に移動する。このため
、管の軸心方向への研削部材の移動が円滑に行える。
【００１９】
　本第８発明における管の研削装置は、突起は、研削部材の回転方向における端部に、角
部を有しているものである。
　これによると、研削部材が回転しながら管の軸心方向へ移動し、砥石部の突起が管の内
面を切削することにより、管の内面が研削される。この際、突起は、研削部材の回転方向
における端部に角部を有しているため、角部を先頭にして回転する。このため、研削部材
の回転が円滑に行える。
【００２０】
　本第９発明における管の研削装置は、突起は研削屑を砥石部から台盤部間に案内する案
内面を有しているものである。
　これによると、回転している研削部材の砥石部の突起が管の内面を切削している際、研
削屑が発生するが、この研削屑は、突起の案内面によって砥石部から台盤部間に案内され
て、研削部材間から容易に排出される。このため、研削屑の排出性能が向上し、研削部材
の研削性能の低下をさらに防止することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のように本発明によると、管の内面を研削している際、研削部材の砥石部と管の内
面との摩擦によって摩擦熱が発生するが、この摩擦熱は、研削部材の砥石部から台盤部に
伝わって、台盤部から放散されるとともに、台盤部からスペーサに伝わり、スペーサから
も放散される。これにより、摩擦熱の放散が促進され、研削部材の砥石部の温度上昇が抑
制されるため、砥石部が高温になり劣化して脆くなるのを防止することができ、研削部材
の研削性能の低下を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施の形態における管の研削装置の側面図である。
【図２】同、研削装置の要部の側面図である。
【図３】同、研削装置の要部の分解図である。
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【図４】図２におけるＸ－Ｘ矢視図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態における研削装置の研削部材の側面図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態における研削装置の要部の側面図である。
【図７】同、研削装置の研削部材の斜視図である。
【図８】図６におけるＸ－Ｘ矢視図である。
【図９】同、研削装置の研削部材の側面図である。
【図１０】同、研削装置の研削部材の突起の拡大図である。
【図１１】本発明の第４の実施の形態における研削装置の研削部材の一部拡大斜視図であ
る。
【図１２】本発明の第５の実施の形態における研削装置の要部の側面図である。
【図１３】図１２におけるＸ－Ｘ矢視図である。
【図１４】同、研削装置の砥石部の拡大斜視図である。
【図１５】表１に記載した比較例１における研削装置の要部の側面図である。
【図１６】従来の管の研削装置の要部の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明における実施の形態を、図面を参照して説明する。
　（第１の実施の形態）
　第１の実施の形態では、図１～図４に示すように、１はダクタイル鋳鉄製の直管（ダク
タイル鋳鉄管）であり、一端部に挿口２を有し、他端部に受口３を有している。１０は管
１を回転自在に支持する支持装置である。支持装置１０は、水平姿勢の管１を下方から支
持する複数の支持ローラ１１と、管１を上方から押圧して管１の飛び跳ねを防止する昇降
自在な押圧ローラ１２と、支持ローラ１１上に支持された管１を軸心周りに回転させる回
転駆動手段（図示省略）とを有している。
【００２４】
　２０は管１の内面を研削する研削装置である。研削装置２０は、管１の軸心方向Ａに移
動可能な台車２１と、台車２１上に設けられた昇降自在なフレーム２２と、フレーム２２
を昇降させるジャッキ装置（図示省略）と、フレーム２２上に設けられた軸受装置２３と
、軸受装置２３に回転自在に設けられた支軸２４と、支軸２４を回転させるモータ等の回
転駆動装置２５と、支軸２４の先端部に設けられた複数の研削部材２６とを有している。
【００２５】
　支軸２４は、軸本体部２８と、軸本体部２８の先端に設けられた取付軸部２９と、取付
軸部２９の先端部に設けられたキャップ３０とを有している。取付軸部２９は軸本体部２
８の先端にねじを介して着脱自在に螺合して取り付けられている。また、キャップ３０は
取付軸部２９の先端部にねじを介して着脱自在に螺合して取り付けられている。
【００２６】
　尚、支軸２４の軸心方向Ｂは支持装置１０に支持された管１の軸心方向Ａと同方向であ
る。
　各研削部材２６は、支軸２４に着脱自在に設けられた円板状の台盤部３１と、台盤部３
１の外周に設けられた複数の砥石部３２とを有している。支軸２４の軸心方向Ｂにおいて
隣り合う研削部材２６の台盤部３１間にはそれぞれスペーサ３４が設けられている。また
、研削部材２６と支軸２４の軸本体部２８の端部との間および研削部材２６と支軸２４の
キャップ３０との間にも、それぞれ、スペーサ３５が設けられている。
【００２７】
　台盤部３１の中央部とスペーサ３４，３５の中央部とにはそれぞれ軸孔３７が形成され
、支軸２４の取付軸部２９が軸孔３７に挿入されている。また、取付軸部２９には、植込
キー等の回り止め部材（図示省略）が設けられ、この回り止め部材によって、研削部材２
６とスペーサ３４，３５とが取付軸部２９に対して相対的に周方向へ空転するのを阻止し
ており、これにより、支軸２４の回転力が回り止め部材を介して研削部材２６とスペーサ
３４，３５とに伝えられ、研削部材２６とスペーサ３４，３５とが支軸２４と一体に回転
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する。
【００２８】
　台盤部３１には、支軸２４の軸心方向Ｂにおいて貫通する複数の孔３８が形成されてい
る。各孔３８は、軸孔３７の周囲に、所定角度（例えば図４では６０°）おきに形成され
ている。
【００２９】
　スペーサ３４，３５は円環状の部材であり、スペーサ３４，３５は同じ内径および同じ
外径を有し、図２に示すように、軸心方向Ｂにおけるスペーサ３４の幅Ｃがスペーサ３５
の幅Ｄよりも大きい。また、図４に示すように、各スペーサ３４，３５の中心から外周ま
での距離Ｌ１は台盤部３１の中心から孔３８の最も近い縁部までの距離Ｌ２以下に設定さ
れている。これにより、各スペーサ３４，３５は台盤部３１の孔３８を塞がない構成を有
している。
【００３０】
　台盤部３１とスペーサ３４，３５とはそれぞれ、鉄やステンレス鋼等の金属製である。
尚、台盤部３１とスペーサ３４，３５との材質は、熱伝動性が良好であり、十分な強度が
確保されるのであれば鉄やステンレス鋼以外の材質であってもよい。
【００３１】
　各砥石部３２は、ダイヤモンドの砥粒を含んでおり、台盤部３１の周方向において所定
角度（図４では２０°）ごとに所定間隔をあけて形成されているとともに、台盤部３１の
外周から径方向外側に突出している。
【００３２】
　各砥石部３２は、外周部に、複数の山形状の突起４１を有している。これら突起４１の
先端の稜線４２は研削部材２６の周方向に延びている。尚、図２，図３に示すように、研
削部材２６の周方向において隣り同士の関係にある一方の砥石部３２と他方の砥石部３２
との各突起４１の山部４１ａは軸心方向Ｂにおいて同じ位置であり、同様に、各突起４１
の谷部４１ｂも軸心方向Ｂにおいて同じ位置である。
【００３３】
　尚、図２に示すように、軸心方向Ｂにおける研削部材２６の幅Ｅはスペーサ３４の幅Ｃ
と同じ又は、それ以下である。また、研削部材２６の外径は管１の内径よりも小さい。
　以下、上記構成における作用を説明する。
【００３４】
　図１に示すように、管１を、支持装置１０の支持ローラ１１上に載せて、上方から押圧
ローラ１２で押圧し、回転駆動手段で軸心周りに回転させる。研削装置２０のフレーム２
２を昇降させて研削部材２６の高さを調節し、回転駆動装置２５によって支軸２４を回転
させて、研削部材２６を管１と同方向へ回転させる。
【００３５】
　この状態で台車２１を前進させ、研削部材２６を管１の一端部から内部へ挿入し、フレ
ーム２２を下降して、研削部材２６を適切な力で管１の内面に押し当てる（当接させる）
。この状態でさらに台車２１をゆっくりと前進させ、管１内で、研削部材２６を軸心方向
Ａへ移動させる。これにより、研削部材２６が回転しながら管１の軸心方向Ａへ移動して
管１の内面を研削するため、管１の内面の酸化スケール等が除去される。
【００３６】
　この際、研削部材２６の砥石部３２と管１の内面との摩擦によって摩擦熱が発生するが
、この摩擦熱は、砥石部３２から台盤部３１に伝わって、台盤部３１の孔３８から放散さ
れるとともに、台盤部３１からスペーサ３４，３５に伝わり、スペーサ３４，３５からも
放散される。これにより、摩擦熱の放散（放熱）が促進され、砥石部３２の温度上昇が抑
制されるため、砥石部３２が高温になり劣化して脆くなるのを防止することができ、研削
部材２６の研削性能の低下を防止することができる。
【００３７】
　また、台盤部３１とスペーサ３４，３５とは金属製（例えば鉄やステンレス鋼等）であ
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るため、摩擦熱が砥石部３２から台盤部３１を経てスペーサ３４，３５に伝わり易く、摩
擦熱を台盤部３１とスペーサ３４，３５とから放散させることができる。
【００３８】
　また、軸心方向Ｂにおいて隣り合う研削部材２６同士はスペーサ３４を介して離間して
いるため、管１の内面を研削している際に発生する研削屑が、互いに隣り合った研削部材
２６間から管１内に容易に排出される。これにより、研削屑の排出性能が向上するため、
研削部材２６の研削性能の低下をさらに防止することができる。
【００３９】
　さらに、複数の砥石部３２は台盤部３１の周方向において所定間隔をあけて離間した状
態で設けられているため、管１の内面を切削している際に発生する研削屑が、台盤部３１
の周方向において隣り合った砥石部３２間から容易に排出される。これにより、研削屑の
排出性能がさらに向上するため、研削部材２６の研削性能の低下を防止することができる
。
【００４０】
　また、回転している研削部材２６の砥石部３２の山形状の突起４１が管１の内面を切削
することにより、管１の内面の切削性能が向上する。
　（第２の実施の形態）
　第２の実施の形態では、図５に示すように、研削部材２６の周方向において隣り同士の
関係にある一方の砥石部３２と他方の砥石部３２との各突起４１の山部４１ａの位置と谷
部４１ｂの位置とが軸心方向Ｂにおいてずれている。すなわち、上記隣り同士の関係にあ
る一方の砥石部３２の突起４１の山部４１ａの位置と他方の砥石部３２の突起４１の谷部
４１ｂの位置とが軸心方向Ｂにおいて一致し、一方の砥石部３２の突起４１の谷部４１ｂ
の位置と他方の砥石部３２の突起４１の山部４１ａの位置とが一致している。
【００４１】
　これによると、先述した第１の実施の形態と同様の作用および効果が得られる。
　（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態では、図６～図１０に示すように、各砥石部３２は、外周部に、径方
向外側から見て菱形（多角形の一例）状の突起５０を有している。すなわち、研削部材２
６の径方向における突起５０の外端面５０ａが菱形状に形成されている。また、突起５０
は、支軸２４の軸心方向Ｂにおける両端部に、第１の角部５０ｂを有し、研削部材２６の
回転方向Ｊにおける両端部に、第２の角部５０ｃを有している。これら第１および第２の
角部５０ｂ，５０ｃはそれぞれＶ形状に尖っており、第１の角部５０ｂの頂角が鋭角、第
２の角部５０ｃの頂角が鈍角である。
【００４２】
　さらに、突起５０は、研削屑５２を砥石部３２から隣り合った両台盤部３１間に案内す
る案内面５１を有している。案内面５１は、研削部材２６の回転方向Ｊにおいて、第２の
角部５０ｃから支軸２４の軸心方向ＢにＶ字状に延びている。
【００４３】
　尚、図９に示すように、突起５０の対角線のうち、長い方の対角線５３が支軸２４の軸
心２４ａに平行な直線５４に対して所定角度Ｇで交差するように、突起５０の向きを研削
部材２６の周方向に傾斜させている。
【００４４】
　以下、上記構成における作用を説明する。
　研削部材２６が回転しながら管１の軸心方向Ａへ移動して管１の内面を研削している際
、回転している研削部材２６の砥石部３２の菱形状の突起５０が管１の内面を切削するこ
とにより、管１の内面の切削性能が向上する。
【００４５】
　図１０に示すように、このとき発生する研削屑５２は、突起５０の第２の角部５０ｃか
ら両案内面５１に掻き分けられ、案内面５１によって研削部材２６から隣り合った両台盤
部３１間に案内されるため、研削部材２６間のスペースに容易に排出される。このため、
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研削屑５２の排出性能が向上し、研削部材２６の研削性能の低下をさらに防止することが
できる。
【００４６】
　また、突起５０は第１の角部５０ｂを先頭にして管１の軸心方向Ａに移動するため、軸
心方向Ａへの研削部材２６の移動が円滑に行える。さらに、突起５０は第２の角部５０ｃ
を先頭にして回転するため、研削部材２６の回転が円滑に行える。
【００４７】
　（第４の実施の形態）
　上記第３の実施の形態では、図７に示すように、各砥石部３２は、外周部に、多角形の
一例である菱形状の突起５０を有しているが、第４の実施の形態では、図１１に示すよう
に、各砥石部３２は、外周部に、多角形の別の例である長方形状の突起６０を有している
。すなわち、研削部材２６の径方向における突起６０の外端面６０ａが、径方向外側から
見て、長方形状に形成されている。
【００４８】
　以下、上記構成における作用を説明する。
　研削部材２６が回転しながら管１の軸心方向Ａへ移動して管１の内面を研削している際
、回転している研削部材２６の砥石部３２の長方形状の突起６０が管１の内面を切削する
ことにより、管１の内面の切削性能が向上する。
【００４９】
　上記第３および第４の実施の形態では、多角形の一例として、菱形状又は長方形状の突
起５０，６０を設けたが、菱形状や長方形状以外の四角形でもよく、或いは、三角形、五
角形以上であってもよい。
【００５０】
　（第５の実施の形態）
　第５の実施の形態では、図１２～図１４に示すように、各砥石部３２は、外周部に、先
端が尖った四角錐状の突起６５を有している。突起６５は、支軸２４の軸心方向Ｂにおけ
る両端部に、第１の角部６５ａを有し、研削部材２６の回転方向Ｊにおける両端部に、第
２の角部６５ｂを有している。
【００５１】
　以下、上記構成における作用を説明する。
　研削部材２６が回転しながら管１の軸心方向Ａへ移動して管１の内面を研削している際
、回転している研削部材２６の砥石部３２の四角錐状の突起６５が管１の内面を切削する
ことにより、管１の内面の切削性能が向上する。
【００５２】
　また、突起６５は第１の角部６５ａを先頭にして管１の軸心方向Ａに移動するため、軸
心方向Ａへの研削部材２６の移動が円滑に行える。さらに、突起５０は第２の角部６５ｂ
を先頭にして回転するため、研削部材２６の回転が円滑に行える。
【００５３】
　上記第５の実施の形態では、四角錐の突起６５を設けたが、四角錐に限定されるもので
はなく、例えば、三角錐や五角錐以上などの多角錐形状或いは円錐形状であってもよい。
　以下の表１は、５種類（比較例１、実施例１～実施例４）の研削部材２６，９１を用い
て管１の内面を研削した評価を示す試験結果である。このうち、比較例１は、図１５に示
すように、１個の研削部材９１の幅Ｅを５０ｍｍ、研削部材９１の取付数を２個、研削部
材９１の幅Ｅの合計を１００ｍｍ（＝研削部材９１の幅Ｅ×個数）、砥石部９２の突起９
３の形状を長方形状とし、両研削部材１０２間には、スペーサを設けず、スペースを形成
していない。
【００５４】
　また、実施例１は、上記第１の実施の形態（図２参照）で示したように砥石部３２の突
起４１の形状を山形状に形成したものであり、１個の研削部材２６の幅Ｅを２０ｍｍ、研
削部材２６の取付数を３個とし、各スペーサ３４，３５を設けて各研削部材２６間にスペ
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ースを形成したものである。
【００５５】
　実施例２は上記第３の実施の形態（図６参照）で示したように砥石部３２の突起５０の
形状を菱形状に形成したものである。
　実施例３と実施例４とは上記第４の実施の形態（図１１参照）で示したように砥石部３
２の突起６０の形状を長方形状に形成したものであり、実施例３と実施例４とでは、研削
部材２６の幅Ｅと取付数とが異なっている。
【００５６】
　また、管１としては、口径１５０ｍｍで全長５ｍのダクタイル鋳鉄製の直管（ダクタイ
ル鋳鉄管）であって、その内面に、１００ミクロンの鉄の酸化被膜が生成されたものを使
用した。
【００５７】
　評価としては、管１の内面の酸化被膜を完全に除去するまでに要した時間（以下、除去
時間と言う）を比較例１および実施例１～実施例４ごとに測定し、比較例１の除去時間を
１として、実施例１～実施例４の除去時間の比を記載した。
【００５８】
　また、所定本数の管１の内面をそれぞれ一定時間研削し、次に、各管１の内面に粉体塗
装を行って、膜厚が４００μｍの塗膜を形成した後、粉体塗装のピンホール検査を行った
ときの不合格率を比較例１および実施例１～実施例４ごとに測定し、比較例１の不合格率
を１として、各実施例１～実施例４の不合格率の比を記載した。
【００５９】
　また、上記粉体塗装のピンホール検査を行って合格した管１について、塗膜の密着力を
測定し、比較例１の塗膜密着力を１として、実施例１～実施例４の塗膜密着力の比を記載
した。
【００６０】
　下記表１によると、実施例１～実施例４では、研削部材２６の幅Ｅの合計が比較例１よ
りも小さいが、スペーサ３４，３５を設けているため、摩擦熱の放散と研削屑の排出とが
促進される。これにより、研削部材２６の研削性能の低下が防止され、実施例１～実施例
４の除去時間の比が１よりも小さくなり、比較例１よりも短時間で管１の内面の酸化被膜
を完全に除去することができると考えられる。
【００６１】
　また、実施例４の研削部材２６の幅Ｅの合計は実施例３のものよりも小さいが、実施例
４は実施例３と同じ評価が得られている。これは、実施例４は、実施例３よりも、各研削
部材２６の幅Ｅが狭く且つスペーサ３４，３５の総数が多く、摩擦熱の放散と研削屑の排
出とが促進されるためであると考えられる。
【００６２】
　また、除去時間の比については、実施例１および実施例２が実施例３および実施例４よ
りも短くなっている。これについては、砥石部３２の突起４１の形状を山形状又は菱形状
とすることによって、突起４１と管１の内面との接触面積が小さくなり、突起４１が管１
の内面に接触するときの面圧が向上することで、研削性能が向上したためであると考えら
れる。
【００６３】
　また、塗膜密着力の比については、実施例１～実施例４の全てが比較例１よりも大きな
値になっており、実施例１～実施例４における塗膜が、比較例１のものよりも、強固に管
１の内面に固着している。尚、管１の内面に酸化スケールが残存していると、塗膜が酸化
スケールの箇所から剥がれ易くなり、塗膜密着力が低下する。従って、上記のように塗膜
密着力の比について実施例１～実施例４が比較例１よりも大きな値になっているというこ
とは、管１の内面の酸化スケールを除去する性能に関して、実施例１～実施例４が比較例
１よりも優れていることを証明している。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
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  上記各実施の形態では、図１に示すように、軸心方向Ａにおいて管１を固定し、管１に
対して、研削部材２６を軸心方向Ａへ移動させながら管１の内面を研削したが、軸心方向
Ａにおいて研削部材２６を固定し、研削部材２６に対して、管１を軸心方向Ａへ移動させ
ながら管１の内面を研削してもよい。或いは、管１と研削部材２６とを共に軸心方向Ａに
おいて互いに反対方向（接近離間方向）に移動することにより、管１の内面を研削しても
よい。尚、管１を軸心方向Ａに移動させる場合は、例えば、支持装置１０を軸心方向Ａに
移動可能な構造にすればよい。
【００６６】
　上記各実施の形態では、図４，図８，図１３に示すように、各孔３８は、スペーサ３４
，３５と重複していないが、スペーサ３４，３５の一部分と重複して、各孔３８の一部分
のみがスペーサ３４，３５で塞がれていてもよい。すなわち、各孔３８の全面がスペーサ
３４，３５で塞がれていなければよい。
【００６７】
　上記各実施の形態では、研削部材２６、スペーサ３４，３５、砥石部３２、突起４１，
５０，６０，６５の各個数等は図示されたものに限定されるものではない。また、ダクタ
イル鋳鉄製の管１を挙げたが、ダクタイル鋳鉄製に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００６８】
１　　　管
２０　　研削装置
２４　　支軸
２６　　研削部材
３１　　台盤部
３２　　砥石部
３４　　スペーサ
３８　　孔
４１，５０，６０，６５　　突起
５０ｂ　　第１の角部
５０ｃ　　第２の角部
５１　　案内面
５２　　研削屑
６５ａ　　第１の角部
６５ｂ　　第２の角部
Ａ　　　管の軸心方向
Ｂ　　　支軸の軸心方向
Ｊ　　　研削部材の回転方向
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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月23日(2017.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
管と研削部材との少なくとも一方を、他方に対して、管の軸心方向へ移動させながら管の
内面を研削する研削装置であって、
複数の回転自在な研削部材が支軸に設けられ、
研削部材は、支軸に設けられた台盤部と、台盤部の外周に設けられた砥石部とを有し、
支軸の軸心方向において隣り合う研削部材の台盤部間にスペーサが設けられ、
支軸の軸心方向において貫通する孔が台盤部に形成され、
スペーサは孔を塞がないように構成されていることを特徴とする管の研削装置。
【請求項２】
台盤部とスペーサとは金属製であることを特徴とする請求項１に記載の管の研削装置。
【請求項３】
砥石部は、台盤部の周方向において間隔をあけて複数設けられているとともに、台盤部の
外周から径方向外側に突出していることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の管の
研削装置。
【請求項４】
砥石部は、外周部に、山形状の突起を有していることを特徴とする請求項１から請求項３
のいずれか１項に記載の管の研削装置。
【請求項５】
砥石部は、外周部に、多角形状の突起を有していることを特徴とする請求項１から請求項
３のいずれか１項に記載の管の研削装置。
【請求項６】
突起は、支軸の軸心方向における端部に、角部を有していることを特徴とする請求項５に
記載の管の研削装置。
【請求項７】
突起は、研削部材の回転方向における端部に、角部を有していることを特徴とする請求項
５又は請求項６に記載の管の研削装置。
【請求項８】
管と研削部材との少なくとも一方を、他方に対して、管の軸心方向へ移動させながら管の
内面を研削する研削装置であって、
複数の回転自在な研削部材が支軸に設けられ、
研削部材は、支軸に設けられた台盤部と、台盤部の外周に設けられた砥石部とを有し、
台盤部は支軸の軸心方向において複数設けられ、
支軸の軸心方向において隣り合う研削部材の台盤部間にスペーサが設けられ、
砥石部は、外周部に、多角形状の突起を有し、
突起は研削屑を砥石部から台盤部間に案内する案内面を有していることを特徴とする管の
研削装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
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　上記目的を達成するために、本第１発明は、管と研削部材との少なくとも一方を、他方
に対して、管の軸心方向へ移動させながら管の内面を研削する研削装置であって、
複数の回転自在な研削部材が支軸に設けられ、
研削部材は、支軸に設けられた台盤部と、台盤部の外周に設けられた砥石部とを有し、
支軸の軸心方向において隣り合う研削部材の台盤部間にスペーサが設けられ、
支軸の軸心方向において貫通する孔が台盤部に形成され、
スペーサは孔を塞がないように構成されているものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　さらに、摩擦熱は台盤部の孔からも放散されるため、摩擦熱の放散がより一段と促進さ
れる。
　本第２発明における管の研削装置は、台盤部とスペーサとは金属製である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　これによると、摩擦熱が研削部材の砥石部から台盤部を経てスペーサに伝わり易く、摩
擦熱を台盤部とスペーサとから放散させることができる。
　本第３発明における管の研削装置は、砥石部は、台盤部の周方向において間隔をあけて
複数設けられているとともに、台盤部の外周から径方向外側に突出しているものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本第４発明における管の研削装置は、砥石部は、外周部に、山形状の突起を有している
ものである。
　これによると、回転している研削部材の砥石部の山形状の突起が管の内面を切削するこ
とにより、管の内面の切削性能が向上する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本第５発明における管の研削装置は、砥石部は、外周部に、多角形状の突起を有してい
るものである。
　これによると、回転している研削部材の砥石部の多角形状の突起が管の内面を切削する
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ことにより、管の内面の切削性能が向上する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本第６発明における管の研削装置は、突起は、支軸の軸心方向における端部に、角部を
有しているものである。
　これによると、研削部材が回転しながら管の軸心方向へ移動し、砥石部の突起が管の内
面を切削することにより、管の内面が研削される。この際、突起は、支軸の軸心方向にお
ける端部に角部を有しているため、角部を先頭にして管の軸心方向に移動する。このため
、管の軸心方向への研削部材の移動が円滑に行える。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本第７発明における管の研削装置は、突起は、研削部材の回転方向における端部に、角
部を有しているものである。
　これによると、研削部材が回転しながら管の軸心方向へ移動し、砥石部の突起が管の内
面を切削することにより、管の内面が研削される。この際、突起は、研削部材の回転方向
における端部に角部を有しているため、角部を先頭にして回転する。このため、研削部材
の回転が円滑に行える。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本第８発明は、管と研削部材との少なくとも一方を、他方に対して、管の軸心方向へ移
動させながら管の内面を研削する研削装置であって、
複数の回転自在な研削部材が支軸に設けられ、
研削部材は、支軸に設けられた台盤部と、台盤部の外周に設けられた砥石部とを有し、
台盤部は支軸の軸心方向において複数設けられ、
支軸の軸心方向において隣り合う研削部材の台盤部間にスペーサが設けられ、
砥石部は、外周部に、多角形状の突起を有し、
突起は研削屑を砥石部から台盤部間に案内する案内面を有しているものである。
　これによると、回転している研削部材の砥石部の突起が管の内面を切削している際、研
削屑が発生するが、この研削屑は、突起の案内面によって砥石部から台盤部間に案内され
て、研削部材間から容易に排出される。このため、研削屑の排出性能が向上し、研削部材
の研削性能の低下をさらに防止することができる。
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